
 

霧島市災害義援金の二次配分等について 

 

（１）目的 

市及び県に寄せられた義援金やふるさと納税等を活用して、令和７年８月７日から８日にかけ

て発生した豪雨により、住宅に被害を受けた被災世帯に義援金を支給する。 

 

(2)支給対象者 

災害発生時に霧島市の住民基本台帳に記録があり、住家に居住する世帯の世帯主。被害区分

については、市義援金（一次配分）時と変更なし。 

 

（3）義援金総額 

    ★市義援金（二次配分）：5,332 万円 

うち 534 万円は一次配分時に予算措置済のため今回の措置額は 4,798 万円 

    ☆県義援金（一次配分）：3,３１４万円 

   

 

（4）支給単価   

    一世帯あたりの支給単価は次のとおりとする。 

   

  

 

一次配分執行予定額 二次配分執行予定額 計

市義援金 1,048万円 5,332万円 6,380万円

県義援金 3,314万円 3,314万円

計 4,362万円 5,332万円 9,694万円

★
☆

県単価

一次配分 二次配分 合計

① ② ①＋②

全壊 12万円/世帯 1万円/世帯 15万円/世帯 16万円/世帯 28万円/世帯

大規模半壊 － 1万円/世帯 8万円/世帯 9万円/世帯 9万円/世帯

中規模半壊 8万円/世帯 1万円/世帯 8万円/世帯 9万円/世帯 17万円/世帯

半壊 6万円/世帯 1万円/世帯 8万円/世帯 9万円/世帯 15万円/世帯

準半壊（床上浸水） 4万円/世帯 1万円/世帯 6万円/世帯 7万円/世帯 11万円/世帯

準半壊（床上浸水以
外）

－ 1万円/世帯 3万円/世帯 4万円/世帯 4万円/世帯

一部損壊（床下浸水） － 1万円/世帯 2万円/世帯 3万円/世帯 3万円/世帯

　　被害区分

市単価

一次配分

住家

合計
(県＋市)



被災世帯への義援金等一覧
　　　※県義援金の支給件数については11月７日配分通知時点の数値、市義援金等の支給件数については見込みを含む数値 （単位：千円）

市 県 国

義援金
（二次配分）

義援金
(一次配分)

市見舞金
(市単独)

義援金
(一次配分)

義援金
（二次配分）

住家災害
見舞金

被災者生活
再建支援金

義援金
(一次配分)

被災者生活
再建支援金

支給単価 支給単価 支給単価 支給単価 支給単価 支給単価 支給単価 支給単価 支給単価 支給単価

建設・購入 3,000 3,630

補修 2,000 2,220

賃借 1,500 1,720

建設・購入 2,500 2,960

補修 1,500 1,720

賃借 1,000 1,220

建設・購入 1,000 1,460

補修 500 720

賃借 250 470

4 半壊
床上0.5ｍ以上１ｍ未満
床上0.1ｍ以上0.5ｍ未満 453 80 60 150 10 80 240 200 60 260 500

5
準半壊（床上浸
水）

床上0.1ｍ未満 34 60 40 100 10 60 170 200 40 240 430

6
準半壊（床上浸
水以外） 3 30 60 10 30 100 360

7
一部損壊（床下
浸水） 503 20 50 10 20 80 340

8
店舗等(小規模
事業者)(床上
浸水)

150 200 200 200 200 460

８’
上記８以外事
業所等 150 200 200 460

9
事業所等(床下
浸水） 40 100 100 360

10 自動車等(台) 2,000 30 30 290

11
子 育 て 世 帯
(人) 200 10 10 270

3,588 － － － － － － － － － － － －

80 80

計

150 10 80 2403 中規模半壊 床上１ｍ以上1.8ｍ未満 47 80 80

80 2402 大規模半壊 床上1.8ｍ以上 1 80 150 10

1 全壊
通常の被害認定
の方法による。
※浸水深による判定なし

7 150 120 220250 10 150 410 100120

区分
被害認定調査
の浸水深判定

罹災証明
等件数

単位：件

今回補正分 合計（前回補正分含む）

１世帯あたり
交付見込額

市 県

計 計


